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出産・子育て応援交付金

１．事業の目的

２．事業の内容

○ 核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中で、孤立感や不安感を抱く妊婦・子育て家庭も少なくない。全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てがで
きる環境整備が喫緊の課題である。

○ こうした中で、地方自治体の創意工夫により、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支
援を充実し、経済的支援を一体として実施する事業を支援する交付金を創設する。

○ 市町村が創意工夫を凝らしながら、妊娠届出時より妊婦や特に０歳から２歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や
継続的な情報発信等を行うことを通じて必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠届出や出産届出を行った妊婦等に対し、出産育児関連
用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る経済的支援（計10万円相当）を一体として実施する事業を支援する。

令和４年度第２次補正予算案：1,267億円

伴走型相談支援

・ ニーズに応じた支援（両親学級、地域子育て支援拠点、産前・産後ケア、一時預かり等）

・ 妊娠届出時（5万円相当）・出生届出時（5万円相当）の経済的支援

【実施主体】 子育て世代包括支援センター（市町村）
（NPO等の民間法人が実施する地域子育て支援拠点等への委託を推奨）

市区町村（民間等への委託も可）

３．実施主体 ４．補助率

国２／３、都道府県１／６、市区町村１／６ ※システム構築等導入経費は国１０／１０

妊娠期
（妊娠8～10週前後）

妊娠期
（妊娠32～34週前後）

出産・産後 産後の育児期

面談
（＊1）

面談
（＊2）

面談
（＊3）

随時の子育て関連イベント等の情報発信・
相談受付対応の継続実施（＊4）

(＊1)子育てガイドを一緒に指さし確認。
出産までの見通しを寄り添って立てる 等

(＊2)夫の育休取得の推奨、両親学級等の紹介。

産後サービス利用を一緒に検討・提案 等

身近で相談に応じ、
必要な支援メニューにつなぐ

≪経済的支援の対象者≫令和４年４月以降の出産 ⇒１０万円相当 ≪経済的支援の実施方法≫ 出産育児関連用品の購入・レンタル費用助成、サービス等の利用負担軽減 等
※電子クーポンの活用や都道府県による広域連携など効率的な実施方法を検討。

※ 継続的に実施

妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援のイメージ

(＊3)子育てサークルや父親交流会など、悩みを共有できる仲間作
りの場の紹介。産後ケア等サービス、育休給付や保育園入園手
続きの紹介 等

(＊2～4) SNS・アプリを活用したオンラインの面談・相談、
プッシュ型の情報発信、随時相談の実施を推奨
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「出産・子育て応援交付金」の趣旨・基本的な考え方

○ 核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中で、孤立感や不安感を抱く妊婦・子育て家庭も少なくない。

全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備が喫緊の課題。

○ このため、令和４年度第２次補正予算案で、以下の取組を一体として実施する事業を支援する「出産・子育て応援交付金」を創設。

・ 伴走型相談支援の充実

… 妊娠届出時から全ての妊婦・子育て家庭に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら、出産・育児等の

見通しをたてるための面談やその後のプッシュ型の情報発信・相談の随時受付等の継続実施を通じ、必要な支援等につなぐ

・ 経済的支援（以下、「出産・子育て応援ギフト」という）

… 妊娠届出時及び出生届出後の合計10万円相当とし、令和４年４月以降に出産された全ての方を対象とする

○ 上記をパッケージで実施することにより、相談実施機関へのアクセスがしやすくなり、産後ケアや一時預かり・家事支援などの利用者負担

が軽減され、必要なサービスにつながりやすくなり、その結果、必要な支援が確実に妊婦・子育て家庭に届き、伴走型相談支援の実効性

が高まる。

○ 本交付金は、今般の補正予算案において、全ての市町村で実施するために必要な費用（令和５年９月末まで）を計上するとともに、

継続的に実施することにより、全ての妊婦・子育て家庭が、より安心して出産・子育てができるようにしていく。

※ 令和５年10月以降継続的に実施するために必要な安定財源の確保については、令和５年度当初予算編成過程において検討し、必要な措置を講ずる。

※ 継続実施事業であることを踏まえ、経済的支援については、電子的な方法の活用や広域的な連携を含め、効率的な事業実施の在り方を引き続き検討。5



「出産・子育て応援交付金」事業のポイント（全体像）

○ 地方自治体におけるこれまでの取組を活かしながら、地域の実情に応じて本事業に取り組むことができるよう、地方自治体の創意工夫

に基づく柔軟な仕組みとする。

○ 「伴走型相談支援」と「出産・子育て応援ギフト」を組み合わせた形で、全ての妊婦・子育て家庭のニーズに即した効果的な支援となる

よう工夫し、この支援を早期に対象者に届けることを目指す。

一体で

実施

伴走型相談支援
〇 面談実施のタイミング

①妊娠届出時

②妊娠８か月前後

③出生届出から乳児家庭全戸訪問までの間

〇 面談の実施機関・実施者

以下のいずれでも可

・ 子育て世代包括支援センター等の保健師・助産師等の

専門職、又は一般事務職員、会計年度任用職員等

・ 身近で気軽に相談できる地域子育て支援拠点、保育園

等の保育士、利用者支援専門員、子育て支援員等

〇 面談の対象者

妊婦・産婦

※ 夫・パートナー・同居家族も一緒に面談することを推奨

〇 面談の内容・実施方法

・ アンケートの回答や子育てガイドを一緒に確認し、出産・育

児等の見通しを立てる

※アンケート・子育てガイドのひな形は国から提示

・ オンライン面談を含め、対面を原則とする

出産・子育て応援ギフト

6

〇 支給のタイミング・支給の条件
出産応援ギフト（５万円相当）
：妊娠届出時の面談実施後
子育て応援ギフト（５万円相当）
：出生届出～乳児家庭全戸訪問までの間の面談実施後

〇 支給形態（実施方法）
各自治体の判断により、以下のいずれの方法でも実施可能
・ 出産・育児関連商品の商品券（クーポン）
・ 妊婦健診交通費やベビー用品等の費用助成
・ 産後ケア・一時預かり・家事支援サービス等の利用料助成・
利用料減免

※ 市町村の判断により、現金給付(キャッシュレス含む)もオプションとして排除さ

れないが、国10/10負担のシステム構築等導入経費（P7参照）は早期の
執行を要するため、現金を選択する市町村にあっても将来的にクーポン、広域
連携など効率的な給付方法について検討いただきたい。

〇 遡及適用者への支給方法
・ 事業開始前に出産された方
→ 事業開始後に１０万円相当を一括支給

・ 事業開始時点で妊娠期にある方
→ 事業開始後に妊娠期の５万円相当を支給し、

出生届出後に５万円相当を支給することを推奨
（妊娠期に応じ、出生届出後に一括支給でも可）

妊娠７か月頃に、妊娠８か月面談の案内文
とアンケートを郵送（メール等含む）し、
希望者のみ面談



①伴走型相談支援

○ 令和４年度補正予算案に計上した「出産・子育て応援交付金」の都道府県・市町村への補助の内訳と、それぞれの補助に係る補助
率等については以下のとおり。補助対象や補助上限額等の詳細は交付要綱でお示しする予定。

○ 出産・子育て応援ギフトは、市町村の創意工夫により、親しみの持てる名称を検討いただきたい。 例：パパママ応援ギフト、出産準備金

○ 令和４年度分の地方交付税を5,000億円程度増額することとしており、地方負担分はこの増額交付等の中で対応していただきたい。

「出産・子育て応援交付金」の内訳・執行イメージ（全体像）

公費：202億円（国費：135億円）

補助率 国2/3、都道府県1/6、市町村1/6

対象となる費用

・伴走型相談支援を実施する職員人件費

・伴走型相談支援の事務に要する活動費 等

※ 伴走型相談支援と一体的に実施する経済的支援に要する市区
町村の事務に要する費用を含む。

来年度以降も予算措置できるよう令和５年度当初予算編成過程において検討

②出産・子育て応援ギフト 公費：1,564億円（国費：1,042億円）

補助率 国2/3、都道府県1/6、市町村1/6

対象となる費用

・出産応援ギフト（妊娠届出時／妊婦１人当たり５万円相当）

・子育て応援ギフト（出生届出後／こども１人当たり５万円相当）

※ クーポン、サービス利用券、交通費やベビー用品の購入・レン

タル費用助成など、幅広い方法で支給可能

来年度以降も予算措置できるよう令和５年度当初予算編成過程において検討

③システム構築等導入経費

補助率 国10/10

対象となる費用

＜都道府県＞

・経済的支援（出産・子育て応援ギフト）を広域連携により行うための費用

（クーポン発行等に係る委託経費、電子クーポンプラットフォームの構築経費 等）

原則としてイニシャルコストに対する補助であるため、令和４年度補正予算限りの予算措置
ただし、都道府県・市町村とも、クーポン発行等に係る委託経費（ランニングコスト）については来年度以降も予算措置できるよう令
和５年度当初予算編成過程において検討

公費：90億円（国費：90億円）

＜市町村＞

・経済的支援（出産・子育て応援ギフト）を行うためのシステム開発経費、クーポン発行等に係る委託経費 等

（主にイニシャルコスト）

（ランニングコスト） （ランニングコスト）
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都道府県においては、経済的支援の広域連携のほか、伴走型相談支援について
も、域内市町村の取組を把握し、好事例を共有するなどの役割を担っていただきた

い



今後のスケジュール

10/28 「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」 閣議決定

11/8 令和４年度第２次補正予算案 閣議決定

11/9 事務連絡発出

11/22 自治体向け説明会①

12月中旬 自治体向け説明会②（予定）
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＊ 交付要綱・実施要綱を踏まえた事業の詳細等を説明（予定）

※令和４年度第２次補正予算成立後、

可能な限り速やかに、「交付要綱・実施要綱」発出、「Q＆A」周知等を予定

＊ 事業の実施・運用方法に関する大枠（面談で使用するアンケートや子育てガイド等のひな形含む）【検討中の案】を提示

＊ 出産・子育て応援交付金事業の目的、概要、事業イメージを周知

○都道府県、市町村においては、12月議会又は2・３月議会での提案・承認を経て事業化することが必要。

○都道府県は市町村の実施計画をとりまとめ、国に提出いただくことを想定。



伴走型相談支援

• 伴 走 型 相 談 支 援 の 面 談 実 施 イ メ ー ジ （ 全 体 像 ）

• 伴 走 型 相 談 支 援 の 実 施 体 制

• １ 回 目 の 面 談 （ 妊 娠 届 出 時 ）

• ２ 回 目 の 面 談 （ 妊 娠 ８ か 月 頃 ）

• ３ 回 目 の 面 談 （ 出 産 後 ）

• ア ン ケ ー ト に つ い て ①

• ア ン ケ ー ト に つ い て ②

• ア ン ケ ー ト の ひ な 形 （ 妊 娠 届 出 時 ）

• ア ン ケ ー ト の ひ な 形 （ 妊 娠 ８ か 月 頃 ）

• 子 育 て ガ イ ド の ひ な 形 （ 妊 娠 期 ）

• 子 育 て ガ イ ド の ひ な 形 （ 産 後 ・ 子 育 て 期 ）

• 出 産 ・ 子 育 て 応 援 ギ フ ト 申 請 書 の ひ な 形



伴走型相談支援の面談実施イメージ（全体像）

○ 孤立感や不安感を抱く妊婦や子育て家庭が少なくない状況に鑑み、全ての妊婦や子育て家庭を対象
○ 出産・育児の見通しを立てるための面談は①妊娠届出時、②妊娠８か月前後、③出生届出から乳児家庭全戸訪問までの間で実施
○ 面談の対象者は、妊婦・産婦（夫・パートナー・同居家族も一緒に面談することを推奨）

①初めて妊娠した妊婦

出産までの過ごし方
がわからない･･･。

妊娠届出
面談

子育てガイドを一緒に確
認。出産までの見通しを寄
り添って立てる

い
つ
で
も
か
か
り
つ
け
の
相
談
機
関
と
つ
な
が
り
、

身
近
で
相
談
で
き
る
安
心
感
・
「
孤
育
て
化
」
の
防
止

産科医療機関

妊婦健診 など

②妊娠８か月頃の妊婦と育休取得に悩む夫

そろそろ出産間近だ。
子育てできるかな･･。
出産後に必要な手続き
がわからない･･･。

育休を取って、赤
ちゃんの身の回りの
世話や家事がうまく
できるだろう
か･･･。

子育てガイドを基に、出
産時、産後の支援・手続
きを一緒に確認。
産前・産後サービス利用
を一緒に検討・提案

夫の育児休業取得の推奨、
赤ちゃんを迎える心構え、
育児を学ぶ両親学級・育児
体験教室等を紹介

市区町村、地域子育て支援拠点

両親学級 育児体験・出産前教室、
出産前夫婦の集い

子育てサークル、父親交流会 など

③出産直後の夫婦と育休取得中の夫婦

育児の悩みの共
有、情報交換等が
気軽にできる仲間
がほしい･･･。

夜泣きがひどくて
眠れず、育児疲れ
が･･･。
保育園入園手続き
しなくては･･･ 。

出生届出
面談

妊娠８か月
面談

乳児全戸訪問

ピアである先輩家庭と出会
う機会、父親交流会など、
他の親との世間話、情報交
換、悩みを共有できる仲間
作りの機会の紹介

産後ケア等のサービス紹
介、
育休給付や保育園の入園手
続き、求職相談窓口の紹介

産後ケア、訪問家事支援、
保育園・幼稚園 など

宿泊型・
通所型・
アウト
リーチ型

出産応援ギフト

子育て応援ギフト

伴走型相談支援 妊娠期・子育て期の
支援サービス

入園手続き など訪問家事支援

出産応援ギフトを交通費
等に活用

子育て応援ギフト
を産後ケア、家事
支援サービスの利
用料等に活用

妊娠期の夫婦

産後の夫婦
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伴走型相談支援の実施体制（面談の実施機関・実施者）

子育て世代包括支援センター 等
（R6’～こども家庭センター）

妊娠届出窓口 保健師 助産師

身近な相談機関
（地域子育て支援拠点、保育所、認定こども園、幼稚園等）

保育士、利用者支援専門員、子育て支援員等

※面談は、保健師や助産師等のほか、一定の研修を受けた市町村の一般事務職員や保育士、利用者支援専門員、子育て支援員等による実施も可
※特に、妊娠８か月頃の面談、出生届出後の面談については、身近で気軽に相談できる地域子育て支援拠点や保育所等の相談機関への委託を推奨

産科医療機関、
産後ケアなど

産後ケア、訪問家事支援
保育園・幼稚園 など

○ 実施主体は、妊婦との接点の入口となる妊娠届出の窓口で、保健師・助産師等が配置された市町村子育て世代包括支援センター等

○ 一方、本事業の面談対応は、保健師等の専門職の知見を必ずしも要するものではなく、各自治体の人員体制や地域資源等の地域の
実情に応じて実施体制を柔軟に構築した上での対応を可能とする観点から、面談の実施機関・実施者は、以下のいずれでも可とする。

・ 市町村（子育て世代包括支援センター等）の保健師・助産師等、又は一定の研修を受けた一般事務職員・会計年度任用職員等

・ 身近で気軽に相談できる地域子育て支援拠点・保育所等の、一定の研修を受けた保育士・利用者支援専門員・子育て支援員等

○ 出産・子育て応援交付金にて、伴走型相談支援の体制整備に係る予算を計上しており、地域子育て支援拠点等への委託等も可
能。 市町村による伴走型相談支援体制の構築のイメージ例

連携

市内３箇所のセンターそれぞれが市内の特定の地域子育て支援拠
点、保育所・幼稚園等に事業委託をし、各センター管轄内で事業を
実施

委託

市内１箇所のセンターが市内の地域子育て支援拠点と認定こども園
の２箇所に委託し、同センター管轄内を分割して事業を実施

センター等 子育て支援拠点

委託

保育園・幼稚園

委託

子育て支援拠点

X市

A地区

B地区

C地区

委託

センター等

子育て支援拠点

Y町

認定こども園

モデル例１（大規模自治体） モデル例２（小規模自治体）

産科医療機関、
産後ケアなど

産後ケア、訪問家事支援
保育園・幼稚園 など

委託
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センター等

センター等



妊娠届出時の面談の内容・実施方法（１回目の面談）

産後出産

出産応援
ギフト

子育て
応援ギフト

妊娠期

妊娠期
（妊娠8～10週前後）

出産・産後 産後の育児期妊娠期
（妊娠32～34週前後）

伴走型相談支援

随時の子育て関連イベント等の
情報発信・相談受付対応の継続実施

面談③面談②面談①

○ 妊婦のお困りごとや心配ごとを初めて把握する重要な機会であることや、信頼関係を構築する観点から、妊婦の表情や様子を見ながら
対話ができる、対面による面談（オンライン含む）を原則とする

○ 「アンケート」や「子育てガイド」を活用しながら、出産までの見通しを立てるとともに、出産・子育て応援交付金事業の流れを説明

○ 面談終了後、出産応援ギフト（５万円相当）を支給する

【面談時の実施内容】
（必須事項） ※妊娠届出時とは別日に面談日を設定しての実施も可

①妊婦にアンケートを記入してもらう
②子育てガイドを手交。妊娠期の過ごし方や利用できるサービス等を一緒に確認、チェック
③伴走型相談支援の今後の流れ（※）の案内

※ 妊娠８か月頃・出生届出後の面談やその後の子育てに関するプッシュ型の情報発信等

④出産・子育て応援ギフトを案内し、出産応援ギフトの申請書を記入してもらう
※ 関係機関への情報の確認や共有についての同意取得

（推奨事項）
・ 妊婦等のマイナンバーカード交付申請（※）やマイナポータルによる公金口座登録のやり方を
案内しながら推奨 （※）カードを持っておらず、未申請の場合

【配付物】 ・ アンケート、子育てガイド
・ 出産応援ギフト（紙クーポン（商品券や利用券等））

※ 電子クーポン等の場合は、手続き終了後、後日郵送も可

【面談方法】
表情を見て雰囲気を感じ取る観点、顔の見える関係づくりの観点から、以下を原則とする。
・ 対面による面談
・ SNSやアプリ等でのオンライン面談（画面上で対面）
※ 妊婦側にやむを得ない事情がある場合は、アウトリーチ型（自宅訪問）による面談が望ましい。それもできない場合はアンケート回答と電話による確認も可。

（イメージ）初めて妊娠した妊婦

出産までの過ごし方
がわからない･･･。

妊娠届出

子育てガイドを一緒に確
認。出産までの見通しを寄
り添って立てる

産科医療機関

妊婦健診 など

出産応援ギフト

出産応援ギフトを
交通費等に活用

面談
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妊娠８か月頃の面談の内容・実施方法（２回目の面談）

○ 妊娠８か月頃は、出産を間近に控え、出産準備や産後のことをより具体的に考え始める時期であるとともに、産前休暇を取得し始める
タイミングで、妊婦が比較的時間をとりやすい時期でもあることから、妊娠７か月頃に、妊娠８か月面談の案内文とアンケートを郵送。

〇 希望者に対し、妊娠８か月頃に面談を実施（対面による面談（オンライン含む）を原則）。面談時にアンケートと子育てガイドを活用
し、産後の見通しを立てる。 ※子育て世代包括支援センターから身近で気軽に相談できる地域子育て支援拠点や保育園等の相談機関への委託を推奨

【面談の事前対応】
・妊娠７か月頃の妊婦をリスト抽出し、アンケートと案内文を郵送
※ 案内文では、アンケートの回答の返送依頼、面談希望者には

面談日程を調整すること、面談時には子育てガイドを持参すること等を記載

【面談の実施内容】
①妊婦が返送したアンケートの回答内容を基に、一緒に状況確認
②子育てガイドを活用し、産前産後の過ごし方、分娩入院に必要なもの、その他産後の
必要な手続や利用できるサービス等を一緒に確認、検討し、子育てガイドのチェック欄に
チェックを入れるなど、出産後の見通しを寄り添って立てる
※ 面談は、妊婦に加え、その夫・パートナー・同居家族も一緒に実施することを推奨
※ 案内文に、両親学級や育児体験教室等を紹介し、当該イベント終了後に面談実施する旨を案内

するなど、面談の敷居が高まらないような創意工夫による柔軟な運用を推奨

【配付物】
・ 各自治体の創意工夫に基づく配付物があれば、必要に応じて配付

【面談方法】
表情を見て雰囲気を感じ取る観点、顔の見える関係づくりの観点から、以下を原則とす

る。
・ 対面による面談
・ SNSやアプリ等でのオンライン面談（画面上で対面）
※ 面談を希望する場合で妊婦側にやむを得ない事情がある場合は、アウトリーチ型の自宅訪問による面談が望ま

産後出産

出産応援
ギフト

子育て
応援ギフト

妊娠期

妊娠期
（妊娠8～10週前後）

出産・産後 産後の育児期妊娠期
（妊娠32～34週前後）

伴走型相談支援

随時の子育て関連イベント等の
情報発信・相談受付対応の継続実施

面談③面談②面談①

（イメージ）妊娠８か月頃の妊婦と育休取得に悩む夫

そろそろ出産間近だ。
子育てできるかな･･。
出産後に必要な手続
きがわからない･･･。

育休を取って、
赤ちゃんの身の
回りの世話や家
事がうまくできる
だろうか･･･。

子育てガイドを基に、出産
時、産後の支援・手続き
を一緒に確認。
産前・産後サービス利用
を一緒に検討・提案

夫の育児休業取得の推奨、
赤ちゃんを迎える心構え、
育児を学ぶ両親学級・育児体
験教室等を紹介

市区町村、地域子育て支援拠点

子育てサークル

父親交流会 など

面談

13
両親学級 育児体験・出産前教室、

出産前夫婦の集い

面談を希望しない方については、
①アンケート結果により、支援が必要と判断される場合は面談を調整
②①以外の場合でも、連絡体制を確保し、情報提供するなどして、伴走支援を効果的に

実施



出生届出から乳児家庭全戸訪問までの間の面談（３回目の面談）

○ 出産後の育児の悩みや疲れ等に寄り添って相談支援を行うため、出生届出後～乳児家庭全戸訪問までの間に、子育てガイドに沿っ
て面談を行う。 ※子育て世代包括支援センターから地域子育て支援拠点等のかかりつけ相談機関への委託を推奨

○ 面談終了後、子育て応援ギフト（５万円相当）を支給する

産後出産

出産応援
ギフト

子育て
応援ギフト

妊娠期

妊娠期
（妊娠8～10週前後）

出産・産後 産後の育児期妊娠期
（妊娠32～34週前後）

伴走型相談支援

随時の子育て関連イベント等の
情報発信・相談受付対応の継続実施

面談③面談②面談①

【面談時の実施内容】
①子育て家庭（養育者）にアンケートを記入してもらう
②子育てガイドに沿って、悩みを共有できる仲間作りの機会の紹介や、産後ケア等
の利用できるサービスの紹介、育休給付や保育所等の入園手続等を確認

③子育て応援ギフトの案内、子育て応援ギフトの申請書を記入してもらう
※ 関係機関への情報の確認や共有についての同意取得

【配付物】
・ 各自治体の創意工夫に基づく配布物があれば、必要に応じて配布
・ 子育て応援ギフト（紙クーポン（商品券や利用券等））

※  電子クーポン等は手続き終了後、後日郵送も可

【面談のタイミングと方法】 （※SNSやアプリ等によるオンライン面談も可）

以下の方法を想定
①出生届出時に面談
市町村の出生届出窓口職員が、子育て世代包括支援センターの窓口に立ち
寄るよう誘導し、センターで面談を行う（ただし、産婦は出産直後であることに十分に配慮）

②出生届出と乳児家庭全戸訪問の間に面談（新生児訪問時など）
市町村の出生届出窓口から子育て世代包括支援センターに出生届出の情報
を共有。センターや身近な相談機関から子育て家庭に連絡し、面談を行う
※ 委託を受けた子育てひろばが、新生児訪問時に同行訪問したり、産後2～3ヶ月児の親子を対象とした

交流イベントを案内し、終了後に面談実施、など、面談の敷居が高くならないような創意工夫を推奨

③乳児家庭全戸訪問時に面談 この機会を活用し、面談を実施

（イメージ）出産直後の夫婦と育休取得中の夫婦

育児の悩みの共有、
情報交換等が気軽
にできる仲間がほし
い･･･。

夜泣きがひどくて眠れず、
育児疲れが･･･。
保育園入園手続きしなく
ては･･･ 。

出生届出
面談

乳児家庭全戸訪問

ピアである先輩家庭と出会う
機会、父親交流会など、他の
親との世間話、情報交換、悩
みを共有できる仲間作りの機
会の紹介

産後ケア等のサービス紹介、
育休給付や保育園の入園手
続き、求職相談窓口の紹介

産後ケア、訪問家事支援、
保育園・幼稚園、父親交流会
子育てサークル など

宿泊型・通所型・ア
ウトリーチ型

子育て応援ギフト

入園手続き など訪問家事支援

子育て応援ギフトを産後ケア、
家事支援サービスの利用料等
に活用
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アンケートについて①

○ 現在、各自治体においては、「妊産婦のメンタルヘルスケアマニュアル」 （平成29年３月（子ども・子育て調査研究事業））に掲載されているチェックリス
ト・質問票のひな形を参考としつつ、ほぼ全ての市町村で妊娠期や出生後のアンケートを作成しており、これに基づくアセスメントが行われ
ているところ。

○ 伴走型相談支援における①妊娠届出時、③出生届出後の面談においては、引き続き、現在各市町村で使用している、妊娠期・出生
後のアンケート用紙を活用して、その回答結果を面談時等に活用していただくことを想定（アンケートは関係機関とも共有）。

育児支援
チェックリスト

（妊娠中使用版）

妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル（平成29年３月（公社）日本産婦人科医会作成。国の子ども・子育て調査研究事業で採択）に示されている様式

育児支援
チェックリスト
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アンケートについて②

赤ちゃんへの
気持ち質問票

妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル（平成29年３月（公社）日本産婦人科医会作成。国の子ども・子育て調査研究事業で採択）に示されている様式

16

エジンバラ産後うつ病
質問票



妊娠届出時のアンケートの例

妊娠（　　　　　　　）週

　　　　・困った　　　　　　・特に何も思わなかった　　　　　　・嫌になった　　 　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

出産年月

〇〇年　〇月

　年　　月

　年　　月

　年　　月

　年　　月

　年　　月

はい ・いいえ

③ 睡眠や休息は十分にとれていますか はい ・ いいえ

④ 妊娠前から体重の変化はありますか いいえ ・ はい （ 増加した  ・  減少した ）

⑤ たばこは吸いますか いいえ ・ はい （ 現在　　　　　　　　　　　　　　   　 本/日 ）

⑥ 家族の喫煙状況 なし ・ あり  （ 誰が　　　　　　　　　　　　　     　　本/日 ）

いいえ ・ はい（毎日　・週２～３回　　・週１回以下）

① 今回の妊娠中に、赤ちゃんやあなたの身体に医師から何か問題があるといわれていますか いいえ ・ はい

② 今までに心理的・精神的な問題で精神科、心療内科等に相談したことがありますか いいえ ・ はい

③ ここ1年間に、うつ状態が２週間以上続いたことがありますか

　　（不眠、イライラする、涙ぐみやすい、何もやる気がしない、食欲不振、精神症状があるなど）

① 困ったときに相談する人、何でも打ち明けることのできる人はいますか?

③ 入籍について         　　　　　　   

　　　　　　　　　　入籍済　　　　　　　・入籍予定（　　　年　　　月）　　 　　・入籍予定なし

④ 生活が苦しかったり、経済的な不安がありますか いいえ ・ はい

 現在お困りのことや心配事があれば○をつけてください

　　　　　　　　　・ご自身の健康面　　　　　・お腹の赤ちゃんのこと　　　　　・上の子どものこと　　　　　・仕事のこと

　　　　　　　　　・夫との関係(DVなど）　　 ・あなたの実父母のこと　　　　　・その他（　　　            　　　　　　　　　　　　）

 ※現在の妊娠週数が２０週以降の方のみ記入してください

　　　　　　　　　・時間がなかった　　　　　・体調が悪かった　　　　　・届出方法が分からなかった　　　　　・妊娠に気づかなかった

　　　　　　　　　・婚姻や転入手続きを待っていた　　　　　　　 ・忘れていた　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ※外国籍の方にお尋ねします　　　日常の会話について当てはまるものに〇をつけてください　　　

　　　　　  　　　・日本語　　　  　     ・日本語とその他（　　　　　　　　　　　　　　）　　　　   　・その他（　　　　　　　　語のみ）

 　※ 以上で質問票は終了になります。ご協力ありがとうございました。
　　この質問票により、保健師が家庭訪問や連絡をとる場合があります。
　　いただいた個人情報は市で管理し、保健事業以外で使用することはありません。

健　・　否（　　　　　　　　　　　）

健　・　否（　　　　　　　　　　　）

健　・　否（　　　　　　　　　　　）

健　・　否（　　　　　　　　　　　）

 妊婦さんが安心して出産できるよう相談や情報提供を行うために、質問票のご協力をお願いします。

妊　娠　届　出　時　質　問　票

妊娠・分娩の異常順

これまでの

妊娠･分娩

※流産・早産・

　死産を含める

性

健　・　否（　　　　　　　　　　　）

  　　　妊娠前　･･･　あり　［ ３食食べる ・ 食事の内容  ・ 食事の時間 ・  間食 ・ その他 ］　・　なし

健　・　否（　　　　　　　　　　　）

無　・　有（　　　　　）

無　・　有（　　　　　）

無　・　有（　　　　　）

５ 無　・　有（　　　　　）

② つわりは落ち着いてきましたか

⑦ 妊娠してからアルコールを飲んでいますか

　　　　いる（誰：　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　・　　いない

  　　　現　 在　･･･　あり　［ ３食食べる ・ 食事の内容  ・ 食事の時間 ・  間食 ・ その他 ］　・　なし

・

 今回の妊娠

①現在の妊娠週数

②妊娠がわかったときの気持ちで一番近いものに○をつけてください

　　　　・とても嬉しかった　　 　　　　・予想外で驚いたが嬉しかった　　　　　　　　　

無　・　有（　　　　　）

　　　　いる（誰：　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　・　　いない

無　・　有（　流産　）

出産時の児の状況

② 妊娠・出産･育児について相談・協力してくれる人はいますか

いいえ はい

① 食生活で気をつけているところはありますか

２

３

４

　　　　　　妊娠届が今日になった理由に○をつけてください

１

例

生活習慣

健康状態

生活環境

男

母子健康手帳交付年度　　 　Ｒ　　　年度 交付年月日 記号番号

富山県
富山市

東京都
三鷹市
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妊娠８か月頃面談に使用するアンケートのひな形

○ 妊娠８か月頃面談の対象者へのアンケートのひな形については、母子健康手帳の様式をもとに以下のとおりお示しするので、こちらを
参考に作成いただきたい。

妊娠中の方（妊娠８か月頃）へのアンケート

※ ○○市記入欄

お名前 年齢（ 歳）

妊娠・出産についての相談や情報提供を行うために、以下の質問にご協力をお願いします。
（あてはまるものに☑をつけてください。）

○現在の妊娠週数 妊娠（ ）週 単胎・多胎（ ）

○妊婦健康診査を定期的に受診していますか？ □はい（健診受診施設： ）□いいえ
※妊娠中は、気がかりなことがなくても、身体にはいろいろな変化が起こっています。きちんと妊婦健康診査を受けましょ

う。

○分娩予定施設は決まっていますか？ □はい（分娩予定施設： ） □いいえ

○出産後、相談にのってくれたり、家事や育児のサポートをしてくれる人としてどんな方が思い浮かびますか？

（ ）
○出産に向けて、今のお気持ちはいかがですか？

・ 楽しみなこと、やってみたいこと

・ 知りたいこと、気になること （ご自身の健康、赤ちゃんや上のお子さん、ご家族、仕事、保育園、経済面、住まい・生活環境など）

○出産を迎える前に、面談を希望しますか。□はい □いいえ

（備考）
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子育てガイドのイメージ（妊娠期）

妊娠期※ 既に自治体において使用しているセルフプランを活用いただくことも可能

19



子育てガイドのイメージ（産後・子育て期）

子育て期
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出産・子育て応援ギフト申請書 (例)

出産応援ギフト申請書 

 

○○市区町村長 

お名前                      

現住所                      

                         

連絡先       （   ）          

妊娠届出日     年     月     日  

妊娠届出日時点の住所地（現住所と異なる場合のみ記載）     

                         

                                               

出産応援ギフトの支給（妊婦１人につき５万円相当）を 

 

  □ 希望します。 

  

 

  

 

 □ 希望しません。 

 

 

 

□ 他の自治体で、出産・子育て応援交付金による出産応援ギフト

の支給を受けていません。 

 ※ 出産応援ギフトの支給状況などについて、他の自治体に確認することがあります。 

市区町村 

受付印 

 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援に必要となる場合には、

関係部署および関係機関に必要な情報を確認することや、伴走型相談支援

により把握した情報（アンケートや子育てガイドの内容を含む。）を共有

することに同意します。 

署 名           

署名日   年  月  日 

子育て応援ギフト申請書 

 

○○市区町村長 

お名前                      

現住所                      

                         

連絡先       （   ）          

出生日       年     月     日  

出生日時点の住所地（現住所と異なる場合のみ記載）       

                         

                                               

子育て応援ギフトの支給（お子様１人につき５万円相当）を 

 

  □ 希望します。 

  

 

  

 

 □ 希望しません。 

 

 

 

 

 

市区町村 

受付印 

 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援に必要となる場合には、

関係部署および関係機関に必要な情報を確認することや、伴走型相談支援

により把握した情報（アンケートや子育てガイドの内容を含む。）を共有

することに同意します。 

署 名           

署名日   年  月  日 

□ 他の自治体で、出産・子育て応援交付金による子育て応援ギフ

トの支給を受けていません。 

 ※ 子育て応援ギフトの支給状況などについて、他の自治体に確認することがあります。 
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出産・子育て応援ギフト

• 経 済 的 支 援 （ 出 産 ・ 子 育 て 応 援 ギ フ ト ） の 趣 旨

• 出 産 ・ 子 育 て 応 援 ギ フ ト の 支 給 方 法

• 先 行 自 治 体 の 例

• ( 参 考 ) 都 道 府 県 に よ る 広 域 連 携 の 取 組 の 先 行 事 例

• 出 産 ・ 子 育 て 応 援 ギ フ ト の 支 給 対 象 者

• 出 産 ・ 子 育 て 応 援 ギ フ ト の 支 給 の パ タ ー ン

• 事 業 開 始 後 の 通 常 パ タ ー ン へ の 対 応

• 経 過 措 置 へ の 対 応

• 出 産 ・ 子 育 て 応 援 ギ フ ト 申 請 書 の ひ な 形

• 自 治 体 の 事 業 開 始 時 点 で 妊 娠 中 の 方 へ の ア ン ケ ー ト の ひ な 形

• 自 治 体 の 事 業 開 始 前 に 出 産 し た 方 へ の ア ン ケ ー ト の ひ な 形



経済的支援（出産・子育て応援ギフト）の趣旨

○ 伴走型相談支援と経済的支援（出産・子育て応援ギフト）は一体として行うこととしているが、その趣旨は、出産・子育て応援ギフト

の支給により、

・ 妊婦や子育て家庭が伴走型相談支援の実施機関にアクセスがしやすくなり（インセンティブ付与）

・ 必要な方には、産後ケアや一時預かり等の利用者負担の軽減などにつながる経済的支援の活用と組み合わせながら、妊婦や子育て

家庭が必要な支援サービスの利用を具体的に相談・調整し、

・ その結果、必要な支援メニューが確実に妊婦や子育て家庭に届くこととなり、伴走型相談支援の事業の実効性がより高まる

というものである。

○ そのため、出産・子育て応援ギフトについては、妊娠届出時（5万円相当）と出生届出後（5万円相当）の２回に分け、面談を

受けてアンケートに回答した方に対して支給することとする。

産科医療機関

両親学級
地域子育て支援拠点

産後ケア、訪問家事支援、
保育園・幼稚園 など

妊娠期・子育て期の支援サービス
面談

出産応援ギフト
（5万円相当）

妊
娠
届
出
時

出
生
届
出
後

面談

子育て応援ギフト
（５万円相当）

・産科医療機関への交通費
・子育て支援サービス利用料

等に利用

✓面談と給付をセットにし、
面談へのアクセスをしやすくする

✓必要な支援サービスにつな
げる
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出産・子育て応援ギフトの支給方法

○ 子育て支援サービスの利用負担軽減につなげる観点から、各自治体の判断・創意工夫により、例えば、

・ 産後ケア、一時預かり、家事・育児支援サービス等の利用料助成・利用料減免

・ 出産・育児関連用品等の商品券（クーポン）の支給

・ 妊婦健診の交通費やベビー用品の購入・レンタル費用等の助成

など、幅広い支給方法を選択することが可能。

なお、クーポン等の発行には準備に時間がかかることも想定されるため、出産準備金などの現金給付（キャッシュレスを含む。）もオプ

ションとして排除しない。

○ また、今般の取組は、令和５年度以降も継続的に実施していくものであることから、制度導入時に一度システム構

築等を行えば、継続的な活用が可能となる。このため、経済的支援の趣旨を踏まえて、電子クーポン等の電子的な方

法の活用や都道府県による広域的な連携など、効率的な実施方法をご検討いただきたい。
※ 今回の補正予算案においては、出産・子育て応援ギフト支給に係るシステム開発経費やクーポン発行等に係る委託経費に充てる事

務費も計上（補助率：国10/10）している（補助上限額等の詳細は交付要綱で示す予定。）。このイニシャルコストについては早期

の執行が必要。

※ 電子クーポンや広域的な連携については、

・ 対象商品の電子カタログ等を見ることで、妊婦や子育て家庭が出産や子育てに必要な商品やサービスを知ることができる

・ 出産・子育て目的に限定し、有効期限を設定することで、より出産育児関連用品の購入や一時預かり等の子育て支援サービスの

利用につながりやすい

・ 地域の創意工夫に基づき、地域の商店街店舗を対象とすること等による産業振興、地域の活性化や、新たな子育てに関するサー

ビスの創出などにつながることも期待される

・ 商品の一括購入により全体コストを抑えられる

といった政策的な意義や自治体や対象者にとってのメリットがある。
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先行する自治体の経済的支援の例 ※厚生労働省調べ

育児関連用品
等の商品券等
の例

（電子クーポン）
・出産時にこども一人当たり10万円相当のポイントを付与（育児用品・子育て支援サービスに使うことが可能）【東京都（人口1,400万人）】
・子ども一人あたり５万円相当のポイントを付与（育児用品・子育て支援サービスに使うことが可能）【愛知県名古屋市（人口：232万人）】
（紙クーポン）
・妊娠期から子育て期にわたって支援を行うため、妊娠届出をもとに妊婦を対象として保健師・助産師等との「ゆりかご面接」を実施。

面接を受けた妊婦には、子育て応援ギフト券（こども商品券１万円分）を配付【東京都三鷹市（人口：19万人）】
・申請者（０歳児対象）におむつクーポンを配付し、市の委託店でおむつと引き替え（クーポンと子の身分証提示）【茨城県石岡市（人口：７万人）】
（現物支給）
・申請者（０歳児対象）が市の委託業者におむつ・おしりふき等を注文し、宅配（月4,500円まで×12月）【神奈川県厚木市（人口：22万人）】

子育て支援
サービス等の
利用料減免の
例

（電子クーポン）
・妊娠届出時や転入してきた妊産婦の方を対象に、家事代行サービス・助産師ケアサービス（流産・死産の産婦へのグリーフケアを含む）に

利用できる電子クーポン（２万円分）を交付【大阪府吹田市（人口：38万人）】
（紙クーポン）
・ネウボラ面接（妊娠期面接・産後面接）の際に、こども１人当たり1万円分の地域の産前・産後サービスが利用できる「せたがや子育て利用

券 」を配付【東京都世田谷区（人口：92万人）】
・旭川市に住民票のある妊娠中又は産後1年未満の方にヘルパー事業者の家事や育児の支援を受けることができる利用券（1万円分）を交付

【北海道旭川市（人口：33万人）】
・有田市に住民票を有し、令和3年4月1日以降に「妊娠届」を届け出た方または出産され「出生届」を届け出た方に家事支援や一時預かりで

使えるスマイルチケットを交付（妊婦は2万円分、出産された方は3万円分）【和歌山県有田市（人口：2.7万人）】

妊婦健診交通
費・チャイル
ドシートの費
用助成の例

（妊婦健診交通費の費用助成）
・淡路島外の医療機関等で妊婦健康診査を受け、出産する方を対象に、通院費用の一部（１回につき1,820円）を助成【兵庫県淡路市(人口：13万人)】

・令和3年7月1日（基準日）に春日市に住民票がある人で、基準日から令和4年3月31日までに妊娠の届出を行った妊婦などにタクシー料金
助成券 1万円分（500円券×20枚）を交付【福岡県春日市（人口：11万人】

（チャイルドシート購入費の費用助成の例）
・チャイルドシートを購入した方に購入費の２分の１（１万円以上の場合は上限５千円））を助成【愛媛県上島町（人口0.6万人）】
・住民登録された１歳未満の父母で、市民税等を滞納していないことを要件に、チャイルドシート購入費の２分の1（限度額５千円）を助成
【群馬県沼田市（人口4.6万人）】

妊娠・出産祝
い金の例

（妊娠時・出産時（電子マネー））
・妊娠時にゆりかごTAMA（妊婦面接）を受けた妊婦に１万円分、3~4か月児健診時に２万円分を支給【東京都多摩市(人口15万人)】

（妊娠時（現金））
・妊娠22週を経過した妊婦に対し、胎児１人当たり4万円を支給【静岡県伊豆市（人口：3万人）】
・妊娠15週を経過した妊婦に対し、赤ちゃん（胎児）1人につき3万円を支給【栃木県真岡市（人口：7.8万人）】

・妊娠20週以降から出産まで、区内に住民登録がある方、一妊娠につき ４万５千円を支給（多児妊娠・出産でも同額）【東京都千代田区(人口：6.7万人)】

（出産時（現金））
・町内に1年以上定住している夫婦が出産された場合、１人目のお子様１人につき１０万円などを支給【長崎県東彼杵町（人口：0.8万人）】
・平成28年4月2日以降にお生まれのお子様（新生児）1人につき10万円を支給【岡山県備前市（人口：3.2万人）】 他多数
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（参考）都道府県による広域連携の取組の先行事例（東京都）

○ 出産・子育て応援ギフトの都道府県による広域連携のイメージ例は以下のとおり（東京都提供資料）。
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出産・子育て応援ギフトの支給対象者

○ 「出産応援ギフト」（妊娠届出時）については、支給対象者は妊婦とし、

妊婦1人当たり5万円相当を支給

○ 「子育て応援ギフト」（出生届出後）については、支給対象者は出生したこどもを養育する者

（★）とし、新生児1人当たり5万円相当とする。

★ 出生したこどもを養育する者については、児童手当の要件や今般の経済的支援の趣旨等を踏ま

え、今後、詳細を示す予定。

○ 「出産応援ギフト」（妊娠届出時）、「子育て応援ギフト」（出生届出後）のいずれも、所得制限

は設けない。
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出産・子育て応援ギフトの支給のパターン

○ 令和４年４月以降に出産された方を対象とし、
「出産応援ギフト（５万円相当）」（妊娠届出時）と「子育て応援ギフト（５万円相当）」（出生届出後）を支給す

る。

（１） 事業開始日以降に妊娠届出をし、出産した場合【下図①参照】

⇒妊娠届出時に面談を実施し「出産応援ギフト」を、出生届出後に面談を実施し「子育て応援ギフト」を支給

（２） 事業開始日前に妊娠届出をし、事業開始日以降に出産した場合【下図②参照】

⇒事業開始日以降に簡易アンケート等を実施し「出産応援ギフト」を、出生届出後に面談を実施し「子育て応援ギフト」を支給

（３） 事業開始日前に妊娠届出をし、出産した場合【下図③参照】

⇒事業開始日以降に簡易アンケート等を実施し「出産応援ギフト」と「子育て応援ギフト」を支給

支給パターン

【考え方】
・事業開始日以降は、妊娠届出時、出生届出後にそれぞれ面談を実施した上で、ギフトを支給。
・事業開始日より前の「妊娠届出」と「出産」に係るギフトについては、アンケート等を実施することにより支給することを可能とす

る。

令和４年４月～令和５年９月 令和５年10月～

自治体事業開始日
※自治体ごとに開始日が

異なることに留意

子育て応援ギフト出産応援ギフト

子育て期妊娠期 出産妊娠届出
面談 面談

①

子育て応援ギフト出産応援ギフト

妊娠期 出産妊娠届出
面談

②

子育て応援ギフト出産応援ギフト

子育て期出産③

面談

面談アンケ

アンケ

子育て期

面談 …通常の面談

アンケ
…事業開始日前の遡及支給の

ためのアンケート等

面談 …妊娠８か月頃の面談

28

※出生届出後に「出産応援ギフト」と「子育て応援ギフト」 を一括して支給することも可

※出生届出後に「出産応援ギフト」と
「子育て応援ギフト」 を一括して支給することも可



事業開始後の通常のパターンへの対応（P28の図①のケース）

○ 妊娠届出時に面談を実施（面談の実施方法の詳細は前述のとおり）

○ 面談の際、出産応援ギフト申請書（支給希望有かつ支給歴なし。同意欄に署名有）とアンケートの回答を提出し
た方に対し、出産応援ギフトを支給

妊娠届出時の対応

○ 出生届出後に面談を実施（面談の実施方法の詳細は前述のとおり）

○ 面談の際、子育て応援ギフト申請書（支給希望有かつ支給歴なし。同意欄に署名有）とアンケートの回答を提出
した方に対し、子育て応援ギフトを支給

出生届出後の対応

※ 面談を実施した市町村で経済的支援を支給することを想定。転出時の取扱いなど具体的な詳細は、今後のQ＆Aで示す予定。

※ 妊娠届出を行った後、流産・死産した場合も支給対象とすることを想定。
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事業開始時点で妊娠中の方又は事業開始前に出産した方への対応（経過措置）

〇 各自治体の置かれている様々な実情に応じ、自らの判断で、以下のA、Bどちらの手法も選択可とする。

A 出産までアプローチはせず、出産後に面談を実施し、「出産応援ギフト」と「子育て応援ギフト」 を一括支給：上記③の場合と同様

B 事業開始後に、妊娠中の方に早期にアプローチする観点からアンケートを送付する場合：以下のとおりとする

＜妊娠中の対応＞
○ 自治体において、事業開始前に妊娠届出をした方で出生届出をしていない方に対し、以下を送付
①出産応援ギフトを支給する旨の案内
②出産応援ギフト申請書
③アンケート

○ 申請書（支給希望有かつ支給歴なし。同意欄に署名有）とアンケートが返ってきた方に対し、出産応援ギフトを支給
※ 転出時の取扱いなど具体的な詳細は、今後のQ＆Aで示す予定。

＜出産後の対応＞
○ 事業開始後に出生届出を出した方には面談を実施し、子育て応援ギフトを支給

事業開始時点で妊娠中の方への対応（P28の図②のケース）

○ 自治体において、事業開始日時点の住民のうち、こどもの出生日が令和4年4月～事業開始前の方に対し、以下を送付。
①出産・子育て応援ギフトを支給する旨の案内
②出産・子育て応援ギフト申請書
③アンケート

○ 申請書（支給希望有かつ支給歴なし。同意欄に署名有）とアンケートが返ってきた方に対し、「出産応援ギフト」と「子育て応援
ギフト」をまとめて支給。

※ 転出時の取扱いなど具体的な詳細は、今後のQ＆Aで示す予定。

事業開始前に出産した方への対応（P28の図③のケース）
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出産・子育て応援ギフト申請書 (例) 再掲

31

出産応援ギフト申請書 

 

○○市区町村長 

お名前                      

現住所                      

                         

連絡先       （   ）          

妊娠届出日     年     月     日  

妊娠届出日時点の住所地（現住所と異なる場合のみ記載）     

                         

                                               

出産応援ギフトの支給（妊婦１人につき５万円相当）を 

 

  □ 希望します。 

  

 

  

 

 □ 希望しません。 

 

 

 

□ 他の自治体で、出産・子育て応援交付金による出産応援ギフト

の支給を受けていません。 

 ※ 出産応援ギフトの支給状況などについて、他の自治体に確認することがあります。 

市区町村 

受付印 

 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援に必要となる場合には、

関係部署および関係機関に必要な情報を確認することや、伴走型相談支援

により把握した情報（アンケートや子育てガイドの内容を含む。）を共有

することに同意します。 

署 名           

署名日   年  月  日 

子育て応援ギフト申請書 

 

○○市区町村長 

お名前                      

現住所                      

                         

連絡先       （   ）          

出生日       年     月     日  

出生日時点の住所地（現住所と異なる場合のみ記載）       

                         

                                               

子育て応援ギフトの支給（お子様１人につき５万円相当）を 

 

  □ 希望します。 

  

 

  

 

 □ 希望しません。 

 

 

 

 

 

市区町村 

受付印 

 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援に必要となる場合には、

関係部署および関係機関に必要な情報を確認することや、伴走型相談支援

により把握した情報（アンケートや子育てガイドの内容を含む。）を共有

することに同意します。 

署 名           

署名日   年  月  日 

□ 他の自治体で、出産・子育て応援交付金による子育て応援ギフ

トの支給を受けていません。 

 ※ 子育て応援ギフトの支給状況などについて、他の自治体に確認することがあります。 



自治体の事業開始時点で妊娠中の方へのアンケート（ひな形）

32

○自治体の事業開始日時点で妊娠中の方へのアンケート（ひな形）は以下のとおり。 ※ 妊娠８か月頃の方へのアンケートと同内容

妊娠中の方へのアンケート

※ ○○市記入欄

お名前 年齢（ 歳）

妊娠・出産についての相談や情報提供を行うために、以下の質問にご協力をお願いします。
（あてはまるものに☑をつけてください。）

○現在の妊娠週数 妊娠（ ）週 単胎・多胎（ ）

○妊婦健康診査を定期的に受診していますか？ □はい（健診受診施設： ）□いいえ
※妊娠中は、気がかりなことがなくても、身体にはいろいろな変化が起こっています。きちんと妊婦健康診査を受けましょう。

○分娩予定施設は決まっていますか？ □はい（分娩予定施設： ） □いいえ

○出産後、相談にのってくれたり、家事や育児のサポートをしてくれる人としてどんな方が思い浮かびますか？

（ ）
○出産に向けて、今のお気持ちはいかがですか？

・ 楽しみなこと、やってみたいこと

・ 知りたいこと、気になること （ご自身の健康、赤ちゃんや上のお子さん、ご家族、仕事、保育園、経済面、住まい・生活環境など）

○出産を迎える前に、面談を希望しますか。□はい □いいえ

（備考）



自治体の事業開始前に出産した方へのアンケート（ひな型）
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○自治体の事業開始日前に出産した方へのアンケート（ひな形）は以下のとおり。

出産後の方へのアンケート

※ ○○市記入欄

ご自身のお名前 年齢（ 歳）
お子さんのお名前： 出生の年月日（ 年 月 日）

出産後の育児等についての相談や情報提供を行うために、以下の質問にご協力をお願いします。
（あてはまるものに☑をつけてください。）

○産後、ご自身の気持ちやからだのことで、気がついたこと、変わったことがありますか。
□いいえ □はい（ ）

○ご自身の睡眠の状況はいかがですか？ （ ）

○子育てについて相談にのってくれたり、家事や育児のサポートをしてくれる人としてどんな方が思い浮かびますか？
（ ）

○お子さんと一緒に過ごす中で、今のご自身のお気持ちはいかがですか？
・楽しいこと、やってみたいこと

・知りたいこと、気になること（ご自身の健康、赤ちゃんや上のお子さん、ご家族、仕事、保育園、経済面、住まい・生活環境など）

（備考）
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３～5歳
学齢期以降
（6歳～）

児童手当（15歳まで）

地域子育て支援拠点、一時預かりなど、年齢を問わず利用できる子育て支援事業はあるが、認
知不足や利用の躊躇等様々な事由からアクセスに至らない場合や、居住する地域で取り組まれ
ていない場合（供給量が足りていない場合含む）がある。

妊
婦
健
診

０～２歳妊娠

義務教育

＋

放課後児童クラブ
放課後子供教室幼稚園

認定こども園・保育所

○ ほぼ全員が幼保いずれかに通園する３歳以降に比べ、０～２歳の親子（特に専業主婦家庭等）の場合には、日々通
う場などがなく、利用できる子育て支援に限りがあることも相俟って、子育ての負担感、孤立感につながりがち。

保育・教育・子育て支援の状況

35

【就園児：約１０８万人】

【未就園児：約１７７万人】
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※該当年齢人口は総務省統計局による人口推計年報（令和元年10月１日現在）より。なお、各年齢の数値は、人口推計年報における当該年齢と当該年齢より１歳上の年齢の数値を合計し、２で除して算出したもの。
※幼保連携型認定こども園の数値は令和元年度「認定こども園に関する状況調査」（平成３１年4月1日現在）より。
※「幼稚園」には特別支援学校幼稚部、幼稚園型認定こども園も含む。数値は令和元年度「学校基本調査」（確定値、令和元年５月１日現在）より。
※保育園の数値は令和元年の「待機児童数調査」（平成３１年４月１日現在）より。なお、「保育園」には地方裁量型認定こども園、保育所型認定こども園、特定地域型保育事業も含む。４歳と５歳の数値について
は、 「待機児童数調査」の４歳以上の数値を「社会福祉施設等調査」（平成３０年10月１日現在）の年齢別の保育所、保育所型認定こども園、地域型保育事業所の利用者数比により按分したもの。

※「推計未就園児数」は、該当年齢人口から幼稚園在園者数、保育園在園者数及び、幼保連携型認定こども園在園者数を差し引いて推計したものである。このため、企業主導型保育事業や認可外保育施設を利用する
児童を含む。

※四捨五入の関係により、合計が合わない場合がある。

②幼稚園児

③幼保連携型認定こども園児

92万人 95万人 98万人98万人 97万人 99万人（%）該当年齢人口

①保育園児

就園していない児童
※各年齢の人口から①～③を差し引いた推計
※企業主導型保育事業や認可外保育施設を利用している児童を

含むことに留意が必要

13万人
（14％）

35万人
（37％）

41万人
（42％）

42万人
（43％）

42万人
（43％）

41万人
（41％）

2万人（３％）

８万人（８％）

９万人（９％）

16万人
（16％）

17万人
（17％）

77万人
（84％）

52万人
（55％）

48万人
（49％）

５万人（5％）

34万人
（35％）

39万人
（40％）

41万人
（42％）

17万人
（17％）

○ 未就園児（保育園や認定こども園、幼稚園に就園していない児童）の大半は０～２歳児となっている。

保育園・幼稚園等の年齢別利用者数及び割合（令和元年度）
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○子どもが小さい頃は、身体的、時間的、精神的負担が大
きい（特に未就園で在宅で子育てしている家庭で）

○児童虐待で命を落とす子どもの半数以上が０～２歳児
（特に０歳児は３割以上）
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第18次 累計

（資料）厚生労働省（2014）第1回21世紀出生児縦断調査（平成22年出生児）結果」

（資料）社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門
委員会「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第18次報告）」

（令和4年9月公表）

【虐待死の年齢別割合】【子育てで負担に思っていること（生後6か月時点）】
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（年齢）

出産前～２歳までの時期の支援の課題



○ 現在、回答者の母親自身が育った市区町村で子育てをしているとの回答割合は、全体では27.8％で、７割
以上の母親は自身が育っていないまちで子育てを行っている。

○ 「近所に子どもを預かってくれる人がいる」との回答割合は、全体では39.9％で、６割の母親は「子ども
を預かってくれる人はいない」と回答している。

※ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会「地域子育て支援拠点における「つながり」に関する調査研究事業報告書」（2017年）
（全国の地域子育て支援拠点事業を運営する団体（計240団体）の利用者について、各団体において任意の開所曜日・時間に１拠点あた
り10人程度に無作為配布するよう依頼し回答を得たもの（有効回答数1136人））

子育て家庭の孤立
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○ 地域子育て支援拠点を利用している母親に対し、拠点を利用する前の自身の子育ての状況をたずねたところ、
・「子育てをしている親と知り合いたかった」（71.9％）が最も多いが、
・「子育てで、つらいと感じることがあった」（62.6％）、「家族以外の人と交流する機会があまりなかった」（57.2％）、

「子育ての悩みや不安を話せる人がほしかった」（55.4％）、「大人と日常的な会話をしたかった」（54.9％）、「地域の
行事やイベントに参加する機会がなかった」（54.2％）なども５割を超えているなど、子育ての不安や悩みを相談・共有す
るニーズがある。

※ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会「地域子育て支援拠点における「つながり」に関する調査研究事業報告書」（2017年）
（全国の地域子育て支援拠点事業を運営する団体（計240団体）の利用者について、各団体において任意の開所曜日・時間に１拠点あたり
10人程度に無作為配布するよう依頼し回答を得たもの（有効回答数1136人））

子育て家庭の支援ニーズ①
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※ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会「地域子育て支援拠点における「つながり」に関する調査研究事業報告書」（2017年）
（全国の地域子育て支援拠点事業を運営する団体（計240団体）の利用者について、各団体において任意の開所曜日・時間に１拠点あたり
10人程度に無作為配布するよう依頼し回答を得たもの（有効回答数1136人））

子育て家庭の支援ニーズ②
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○ 就学前だけではなく、就学後も含めて子育てをしている保護者のうち、７割以上の保護者が子育てに対して何ら
かの負担や悩みを抱えている状況にあり、就学前後問わず、支援が必要な全ての子育て世帯に対して、レスパイト支
援の確実な提供や、訪問による生活支援・子どもとの関わり方等を学ぶための支援等の家庭への支援が必要な状況。

○ 市町村の虐待相談対応の状況をみると、学齢期以降の相談件数が全体の約５割を占めており、また、ネグレクト
を理由とした相談対応件数が心理的虐待に次いで多く、全体の約３割を占めている状況。学齢期以降であっても、不
適切な養育環境にある子どもに対して、安心して過ごせる居場所を提供し、基本的な生活習慣の形成や学習のサポー
ト、食事の提供等の支援が必要な状況。

子育て家庭の負担感の現状 市町村で対応している虐待相談対応件数

※出典：福祉行政報告例

※出典：21世紀出生児縦断調査（平成22年出生児）

子ども、保護者、家庭を取り巻く現状と課題

就学前の子どもがいる保護者の３～４割程度

学齢期の子どもがいる保護者の２～３割程度

就学前の子どもがいる保護者の５割程度
学齢期の子どもがいる保護者の３割程度

子どもがいる保護者の２割程度

子どもがいる保護者の１割程度

 市町村における虐待相談対応内容別件数

 市町村における虐待相談対応年齢構成別件数

※出典：福祉行政報告例
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子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第18次報告）（概要）

42

（注１）平成15年～平成19年までは暦年。平成20年度以降は年度、（注２） 平成15年はH15.7.1～H15.12.31の６か月間、（注３）平成19年はH19.1.1～H20.3.31の15か月間

第１次から第1８次報告までの児童虐待による死亡事例等の検証結果

【心中以外の虐待死 889例・939人】
○ ０歳児の割合は48.5％、０日児の割合は18.4％。さらに、３歳児以下の割合は76.1％を占めている。
○ 加害者の割合は実母が54.6％と最も多い。
○ 妊娠期・周産期における問題では、予期しない妊娠／計画していない妊娠が27.7％、妊婦健康診査未受診の状況が27.2％

と多かった（第3次報告から第18次報告までの累計） 。

社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会【令和４年９月】
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妊娠期から産後までの接触の機会

○ 妊娠の届出・母子健康手帳の交付時において、自治体は全ての妊婦と接触（面談やアンケートなど）をしている。

妊娠期

子育て包括支援センターガイドライン（抜粋）

産後

妊
娠
の
届
出
・

母
子
健
康
手
帳
の
交
付
時
の
面
談
等

出
生
届
時
の
面
談
等

新
生
児
訪
問
・
未
熟
児
訪
問

乳児家庭

全戸訪問

（こんにちは

赤ちゃん）

妊婦健診

【医療機関】

妊婦訪問

母親学級

両親学級

産前・産後サポート事業、産後ケア事業

養育支援訪問（要支援家庭への支援）

…全ての妊婦、乳児のいる家庭と接触（面談やアンケートなど）

…自らサービスを希望する妊産婦、必要性が認められる妊産婦が対象

…医療機関により実施

低
体
重
児
出
生
の
届
出

妊娠・出産に係る支援体制

情報収集の方法

情報収集の方法としては、センターが妊産婦や保護者等との面談
により直接情報を収集する方法や、既存の事業や関係機関を通じて
情報を収集する方法がある。

妊娠期から子育て期にわたり、妊産婦・乳幼児等に関する情報を
収集する方法・機会として、次のようなものがある。

妊娠の届出・母子健康手帳の交付時の面談等

医療機関における妊婦健診

母親学級・両親学級

妊婦訪問（来所含む。）

出生届時の面談等

低体重児の届出

新生児訪問指導・未熟児訪問指導

産前・産後サポート事業

産後ケア事業

乳児家庭全戸訪問事業

養育支援訪問事業

図表12 情報収集のために活用可能な情報源・機会（例）
【抜粋】

○ 一方、その後の妊婦訪問や母親学級・両親学級などの母子保健サービスは、自らサービスを希望する妊産婦や、必要性が認められる妊産

婦のみを対象に実施されるため、妊娠の届出以降、産後まで一度も行政機関や保健師等との接触の機会がないこともある。
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妊娠の届出の状況

①妊娠届出数（年次別/妊娠週別）

年次 総数
妊娠週数

満11週以下 満12～19週 満20～27週 満28週以上 分娩後 ※１ 不詳 ※２

2018
933,586

(100%)

871,297

(93.3%)

47,181

(5.1%)

6,843

(0.7%)

3,833

(0.4%)

1,987

(0.2%)

2,445

(0.3%)

2019
914,183

(100%)

854,568

(93.5%)

45,318

(5.0%)

6,482

(0.7%)

3,769

(0.4%)

1,940

(0.2%)

2,106

(0.2%)

「地域保健・健康増進事業報告」（年度）より作成
※１ 分娩後に妊娠の届出をした者を計上。
※２ 妊娠週数が不明で、妊娠の届出をした者を計上。

妊婦健診や保健指導等の母子保健サービスを早期

から受けられることが重要であるため、妊娠11週

以下での届出を勧奨している。

全体の７％程度の妊婦が、妊娠１２週以降に妊娠の

届出を行っている（分娩後に届出を行っている妊婦

も一定数存在）。

②妊娠届出・母子健康手帳交付の状況（令和2年度）

自治体数 %

妊娠届出時にアンケートを実施する等して、妊婦の
身体的・精神的・社会的状況について把握している 1,730 99.4%

看護職等専門職が母子健康手帳の交付を行っている 1,712 98.3%

令和2年度「母子保健事業の実施状況調査」より抜粋

○ 妊婦健診などの母子保健サービスに早期につなげるため、妊娠１１週以下での妊娠の届出を勧奨

⇒ ただし、全体の７％程度の妊婦が１２週以降に届出を行っている（分娩後に届出を行っている妊婦も一定程度存在している。）

○ ほぼ全ての自治体で、妊娠届出時にアンケートの実施などにより妊婦の状況を把握。また、看護職などの専門職が母子健康手帳の交付。

⇒ ただし、全ての妊婦に直接面談しているかなどは、自治体により異なっている。

（参考）特定妊婦数

特定妊婦数

令和元年度 8,327人

令和２年度 8,253人

※ 要保護児童対策児童協議会に登録されている特定妊婦数

出生後の養育について出生前において支援を行うことが特に必
要と認められる妊婦
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区 分 家庭数・市町村数 比 率

上記訪問した家庭数のうち、何らかの支援が必要とされた家庭数 129,390 16.1%

何らかの支援が必要とされた家庭があった市町村数 1,450 84.1%

家
庭
へ
の

対
応

保健師の訪問 1,313 90.6%

養育支援訪問事業 915 63.1%

要対協にケース登録し、支援方針等を協議 694 47.9%

令和元年度

訪問対象家庭数 849,350

訪問した家庭数
804,702

94.7%

（２）訪問家庭数 （単位：世帯）

平成30年度 令和元年度 令和２年度

市町村数 1,741 1,741 1,741

実施市町村数 1,739 1,739 1,739

実施率 99.9% 99.9% 99.9%

（１）実施市町村数の推移（令和２年４月１日現在）

（単位：世帯・市町村）（３）何らかの支援が必要とされた家庭数・市町村数（令和元年度実績）

出典：子ども家庭局家庭福祉課調べ

出典：子ども家庭局家庭福祉課調べ

出典：雇用均等・児童家庭局総務課調べ、子ども家庭局家庭福祉課調べ

○ 乳児家庭全戸訪問事業の実施率はほぼ100％であり、訪問家庭（804,702世帯）のうち、何らかの支援が必
要とされた家庭は約16％（129,390世帯）であった。
→ 何らかの支援が必要な家庭があった市町村においては、うち90.6％の市町村で保健師の訪問がされ、
47.9％の市町村で要対協ケース登録し、支援方針等を協議している。

（単位：市町村）
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